研究助成費交付規程

（目　　　的）
第1条　この研究助成は、精神科看護の専門団体として、学術的な研究を促進させ、看護の資質向上を図ることを目的とする。
（対　　　象）
第2条　研究助成費交付の対象は次のとおりとする。
（1）会員であって会員歴3年以上であるもの
（2）研究計画書を提出し審査で承認を得たもの。但し、研究代表者及び研究分担者に、臨床に勤務するものが含まれなければならない。
（公　　　募）
第3条　研究助成費の公募については本協会発行の出版物に要項を掲載する。
（申　　　請）
第4条　この研究助成を受けようとするものは、研究計画書をもって会長に申請するものとする。
（選　　　考）
第5条　研究助成は教育認定委員会で選考され、理事会の承認を得るものとする。
（通　　　知）
第6条　研究助成の申請を受理、理事会で可否を決定後は直ちに研究代表者に文書で通知する。
（交　　　付）
第7条　研究助成の承認が決定したのち研究助成額を査定し交付する。
2　研究助成費は研究計画一遍につき30万円を限度とする。
3　当該年度の研究助成費は3編までとする。
（研究期間）
第8条　研究期間は承認の日から2年以内とする。
（研究の報告）
第9条　研究が終了したら、その結果を会長に報告する。
2　研究報告は日本精神科看護学会で発表するものとする。
（研究の帰属）
第10条　研究報告の著作権は協会に所属する。
2　許可なく他団体の出版物等に掲載してはならない。
（研究計画の変更・中断）
第11条　研究計画に変更があった場合は直ちに変更内容を提出、会長の承諾を得なければならない。
2　研究計画が中断された場合は直ちにその旨届出、協会の指示に従うものとする。
（返　　　還）
第12条　研究計画が施行されず、研究を中止する場合は研究代表者の責任において研究助成費の全額又は一部を返還するものとする。
（雑　　　則）
第13条　この規程によらないものについては、理事会の審議により決定する。
（附　　　則）
この規程の改廃は理事会の承認を得なければならない。
この規程は平成2年6月10日から施行する。
（平成14年2月16日一部改正）
（平成16年4月1日一部改正）
（平成18年9月23日一部改正）












